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の相続した家屋の被災

Q ●
● 相続税の申告期限前に、私の相続した

家屋が火災にあいました。相続税の申告で何

か特例がありますか。

A 。
● 一定の要件に該当する場合には、被害

を受けた部分に対応する相続税が免除されま

す 。

【解説】

相続税の申告書の提出期限前に、震災、風

水害、落雷、火災その他これらに類する災害

により、相続又は遺贈により取得した財産が

被害を受けた場合、一定の要件に該当すると

きは、相続税の計算に当たっては、これらの

財産の価額は、被害を受けた部分の価額を控

除した価額とされます。被害額は、保険金、

損額賠償金等により補てんされた金額を控除

したものです。

一定の要件とは、次のいずれかに該当する

ことです。

(1)相続税の課税価格の計算の基礎となった

財産の価額（債務控除後の価額）のうちに

被害を受けた部分の価額の占める割合が

10分の1以上であること

(2)相続税の課税価格の計算の基礎となった

動産等の価額のうちに、動産等について被

害を受けた部分の価額の占める割合が10

分の1以上であること

動産等とは①動産（金銭及び有価証券を除

きます）、②不動産（土地及び土地の上に存

する権利を除きます）、③立木をいいます。

ご質問の場合、上記の要件に該当すれば、

特例が受けられます。

、

（


